平成２６年度第１回木の文化を具体化する推進会議　摘録
· 日時：平成26年10月30日（木）　13:00～15:00
· 場所：花背交流の森　翠峰荘　会議室
· 出席者：以下参照
	区　分
	名　前（敬称略）
	所　属

	委　員
	青合　幹夫
	京都府森林組合連合会 代表理事会長

	
	乾　康之助
	京都木材協同組合 理事長

	
	吉田　英治
	京都市森林組合代表理事組合長

	
	岩井　吉彌
	元 京都大学大学院農学研究科 教授

	
	北川　義晴
	京北森林組合代表理事組合長

	
	久山　多代子
	森林インストラクター

	
	丘　眞奈美
	京都ジャーナリズム歴史文化研究所 代表

	
	中野　三郎
	公益財団法人京都市森林文化協会理事長

	
	橋本　直子
	（株）HIBANA　代表取締役

	
	川　哲雄
	京の山杣人工房 モデル工房「木輪舎」 代表

	
	内海　真弓
	市民公募委員

	事務局
	納谷担当部長
	京都市農林振興室

	
	坂本課長
	京都市農林振興室林業振興課

	
	奥村係長
	京都市農林振興室林業振興課

	
	岸本担当
	京都市農林振興室林業振興課


· 当日資料：以下参照
	資料No.
	資料名

	
	次第

	
	配席図

	
	出席者名簿

	資料１
	木の文化を具体化する推進会議　報告書（案）

	資料２
	森と緑のプラットフォーム　イメージ

	参考資料
	木の文化を具体化する推進会議開催要項


１　挨拶　　
· 挨拶，委員・事務局メンバーの紹介，要綱や今年度の会議実施予定の確認
· 委員長として岩井委員を，副委員長として青合委員を選出
２　議題

· 資料１に基づいて説明
（１）木の文化を具体化する推進会議の報告書について（事務局）
　平成２２年度から平成２６年度までの会議の内容を，報告書としてまとめていきたい。
　本日は，報告書を案として御説明させていただき，皆様から頂いた御意見を反映し，次回の会議で報告書として御提示したい。

　（資料１木の文化を具体化する推進会議報告書（案）に沿って説明）
· 主な質疑応答及び意見
（委員）

　みやこ杣木のＰＲをどのように実施しているのか？
（事務局）

　市内産木材供給事業による無償提供やイベント等でみやこ杣木を普及啓発している。
　その他，学校等での公共建築物でみやこ杣木を使用してもらっている。学校等では表示板も設置するようにしている。
（委員）

　流通の側から見ていると，みやこ杣木がなかなか啓発されていることが分からない。
　すべての公共建築物等の工事でみやこ杣木が用いられているかと言えばそうではない。

　流通側としては体制を整えているので，事務局からもっと市の公共建築部署に働きかけていただきたい。
（事務局）

　昨年，京都市公共建築物等における木材利用基本方針を策定し，進捗管理を行うことによって，今後使用量が増加すると考えている。

　　これまでは，事案がある部局に対し個別に働きかけをおこなっていたが，組織的な取組となったので，みやこ杣木の利用拡大に向けた素地はできたと考えている。
（委員）

　　教育委員会では，みやこ杣木を学校図書館に使用しており，さらに情報共有や事業実施に向けた連携に努めてほしい。
（委員長）

　　先日出席したＣＡＳＢＥＥ京都の審査会では，３０数件あった申請の大半がマンション，教会，学校などの大型建築物であった。
　　大型建築物では，かなり多くの地域産材が使用されていると感じた。それら個々の事案について，林業振興課に情報が入っているのか。
（事務局）

　　個別案件についての情報は持ち合わせていないが，延床面積２，０００ｍ２以上の建築物については，京都市地球温暖化対策条例に基づき地域産材の利用が義務付けられているため，それらの数値は把握している。
（委員）

　　民間建築物に関しても，地域産材の利用用途と使用量については，把握に努めて欲しい。
（委員）

　　資料１の５で推進会議の主な成果として挙げている数字については，委員による議論を踏まえて判断基準等をきちんとルール化する必要がある。
　　教育委員会による学校図書館でのみやこ杣木の使用については，生徒や父兄だけでなく，一般市民の方にも知ってもらえるようなシステムが必要である。
（委員）

　　バスの駅の整備は，交通局が主体で実施し，みやこ杣木の説明板も設置されている。清水道のバス停は，観光客の乗降も多く啓蒙になると思う。南太秦のバス停は，北山丸太を用いており，日常的な清掃等の管理は南太秦自治振興協議会が引き受けておられ，地域に根付いた取組がおこなわれていると思うが，もっとみやこ杣木を使っていることを一般市民に知ってもらえるシステムが必要である。
（事務局）

　　学校図書館活用促進事業では，昨年度から木製備品を導入したすべての学校にみやこ杣木の表示板を設置しており，今年度も引き続き設置する予定である。

　　なお，成果として挙げているみやこ杣木の出荷実績については，各生産事業体の出荷実績を，京都市域産材供給協会が集計した数値であり，使用案件を積み上げたものではない。
　　みやこ杣木の流通では，生産事業体から直接納品現場に納められる場合もあり，京都木材協同組合の会員となっている業者を通らないこともある。

（委員）

　　市内産木材供給事業による無償提供については，木材関連業界の内部でも十分認知されていないため，事業の周知が必要である。
　　また，この事業については，工務店にとって申請手続きが複雑で手間がかかるという意見が比較的多い。
　　京都府の助成制度は，工務店に補助金が入るが，市の制度では施主に木材が提供される。市の制度は，工務店にとっては申請の手間がかかるため，敬遠されている可能性がある。

（委員）

　　みやこ杣木のＰＲの手法として，みやこ杣木のゆるキャラ作製はインパクトがあるのではないか。京の七夕ではどのように広報されたのか。
（事務局）

　　みやこ杣木展示ブースで，パネルやパンフレットの展示，そして木工品の販売を行っている。市外からの来客も多く，木工品はかなりの売り上げがあり，一定の啓発効果はあると考えている。
（委員）

　　みやこ杣木を利用したバス停ができるのもいいが，自分がよく利用する北大路のバスターミナルではベンチがプラスチック製なので，みやこ杣木を利用したベンチに出来ないか。
　　また，学校図書館整備でみやこ杣木を使用するのもいいが，一般の人の目に触れないため，もっと市民が接しやすい場所にみやこ杣木を使用した方が良いと思う。

（委員）

　　みやこ杣木の啓発については，この場だけでは議論しつくせないので，更に時間かけて考えた方が良いと思う。

（委員）
　　京都府でも検討しているが，公共建築物において，大量に木材を使用する場合は，分離発注ができる方法も検討が必要である。

（事務局）

　　分離発注や材の早期発注についても，公共建築部門への要請を行っている。
（委員長）
　　これまでの議論は，次の議題である「森と緑のプラットフォーム」にも関係するため，次に移りたいと思う。

　「森と緑のプラットフォームのイメージ」について事務局から説明をお願いする。

· 資料２の「森と緑のプラットフォーム　イメージ」について
森と緑のプラットフォームについては，木の文化を大切にするまち京都市民会議や森と緑のＰＴで提言され，本会議の中でも何度が議題に挙がっているものであるが，来年度から，実際に運営していくために，具体案を今年度中にまとめる必要がある。

今回は，その案について資料２を用いて事務局から説明を行った。
· 主な質疑応答及び意見
（委員）

　　具体的なイメージが少し分かりにくいが，新しい組織を作るということか。
（事務局）

　　資料２に掲げた４つの団体は，それぞれ個別に活動しているが，お互いに連携することで，今取り組んでいる内容が更に充実した活動となる。そのためには，それらを束ねる組織が必要で，行政としても関わりながら運営していきたいと考えている。
（委員）

　　４つの団体に連携しろと言っても，すぐに連携できるものではない。また，単なる連携だけで良いのかという議論もあると思う。単なる連携の強化と理解していいのか。
（事務局）

　　市が事務局を担う，協議会のような組織を考えている。
（委員）

　　森林組合と京都市森林文化協会とのつながりは理解しやすいが，京都市域産材供給協会や京都木材協同組合とのつながりはイメージできない。この４者が連携することで，どのようなメリットがあるのか。
（事務局）

　　例えば，住宅を建てる際に，川上と川下が連携し，伐採から製材の現場まで，消費者に見てもらえるような，お互いの顔が見える家づくりというネットワークが構築できる可能性がある。また，モデルフォレスト運動や木の文化を具体化する推進会議等，個々で実施している取組がうまくつながる相乗効果も期待している。
（委員）

　　今，各組織において，個別に林業や木材等に関する普及啓発をしているが，連携することで，より効率的になるのか。
（事務局）

　　効率的でもあるし，相乗効果も期待している。
　　例えば，京都市森林文化協会がイベントを実施する場合に，他の団体がその広報等を協力することもあり得る。
（委員）

　　杣人工房との役割分担はどう考えているのか？プラットフォームから除外するのか。
（事務局）

　　杣人工房を除外するのではなく，プラットフォームと連携する組織として，一緒に協力し合える関係を構築していきたい。
（委員）

　　杣人工房とプラットフォームとのパイプ役は，行政がするのか。
（事務局）

　　一定の橋渡し役は，行政が担う必要があると考えている。
（委員長）

　　京都では製材施設が少ないことが課題であると思うが，この状態で川上と川下をつなぐということができるのか。
（事務局）

　　製材施設としてはプラットフォームに入っていないが，京都木材協同組合がその役割を担っていただけるものと考えている。
　　また，みやこ杣木の生産事業体は，市内，市外問わずに登録いただいており，京都市内で生産された原木を登録事業体が製材した木材をみやこ杣木としている。
（委員）

　　京都市としては，遠方の市外の事業体でみやこ杣木が製材されても構わないということか。
（事務局）

　　市内では，集成材などを作る製材所がなく，全体の木材使用量を増加させるため，市外での対応も行っている状況である。

（委員）

　　このプラットフォームに素材生産業者など民間業者が入っていないのは，何故か。
（事務局）

　　個々の事業者でなく，事業者の組織する京都木材協同組合などの団体を構成員とすることを想定している。
（委員）

　　プラットフォームを考えるに当っては，その役割をきちんと検討する必要がある。

メディア業界に関わっていた経験から言うと，衛星放送のスカイパーフェクトＴＶやＷＯＷＯＷでは，そのブランド力がしっかりと確立しているので，そこに登録されている各チャンネルにとっては，宣伝効果が大きいというメリットがある。今回，プラットフォームを構築するのであれば，スカイパーフェクトＴＶやＷＯＷＯＷのように，しっかりとした基盤としなければ，うまく機能しないと思う。
（委員長）　

　　この４つの団体以外は，排除するということではなく，当面この４つの団体を中心として組織を立ち上げたうえで，他の素材生産業者など民間事業者を巻き込んでいくイメージではないか。
（事務局）

　　委員長のおっしゃるとおりで，はじめは，ここに記載している団体を中心に立ち上げるが，その後は，その他の団体に加わってもらうなど柔軟に運営していきたい。
（委員）

　　もしプラットフォームが，求心力ある組織として，京都の木の文化をうまく発信できれば，休止している製材所が，再度製材業に取り組む気持ちになるかもしれない。
（委員）

　　プラットフォームには，若手建築家も加わってもらって，ＰＲしてもらえばいいと思う。

特に民間建築とつながっている，いわゆるデザイナーズハウスの設計等に携わる人たちに加わってもらうのもいいと思う。
（委員長）

　　本日の意見を踏まえて，事務局にはプラットフォームの再検討をお願いしたい。ただ，これだけ多くの意見を受けて，次回で完成させるというのは難しいと思うので，事前に各委員と調整するか，会議の回数を増やす必要があるのではないか。
（事務局）

　事前に持ち回って調整するか，会議の回数を増やすかは，検討させてもらう。また，プラットフォーム案については，本日の会議の意見を踏まえて練り直すので，御意見をいただきたい。
（委員長）

　これをもって，本日の議題は終了とするが，平成２７年２月１９日に伝統文化の森推進協議会と京都市が主催するシンポジウム「千年都市京都　人と森のつながり」については，本会議も共催として関わっていくことを最後に報告する。
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